

沖縄総合事務局陸運事務所長　　殿


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者                      　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先
                                        担当者


一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書


　今般、一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画を下記のとおり変更したいので、道路運送法第１５条第及び同法施行規則第１４条の規定により関係書類を添えて申請いたします。


記


１．氏名又は名称及び住所



２．事業の種別

　　一般乗用旅客自動車運送事業

３．変更しようとする事項
　　別紙のとおり

４．変更する理由




添付書類

１．事業計画新旧対照表

２．運行管理体制図

３．営業所・休憩施設・車庫の所在地の見取り図

４．営業所、休憩施設・車庫の平面図

５．営業所、休憩施設、車庫の使用権限を証する書類
　（自己所有の場合は登記簿謄本、借用の場合は賃貸借契約書等）

６．都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書

７．事業規模拡大の場合の宣誓書



 
別　紙
事業計画新旧対照表

【新】
   
	
	位　置

	収容能力
（㎡）
	所有・借入の別

	主たる事務所
	
	
	

	営業所
	
	
	

	休憩施設
	
	
	

	車庫
	
	
	




【旧】
 　 
	
	位　置
	収容能力
（㎡）
	所有・借入の別

	主たる事務所
	
	
	

	営業所
	
	
	

	休憩施設
	
	
	

	車庫
	
	
	














事業用自動車の運行管理等の体制

１　事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画　確保人員　　　　名
確保予定人員　　名

２　適切な運行管理者及び整備管理者の選任計画並びに指揮命令系統
　　□確保済　　　　　　　
　　□確保予定　　　　
補助者

運転者

運行管理者

常勤役員

代表者




整備管理者




３　旧労働省の２・９告示及び３・１通達に適合する勤務割及び乗務割の計画
	拘　束　時　間
	
	運　転　時　間
	
	休　息　時　間

	１ヶ月
	
	
	２日平均１日当り
	
	
	勤務と勤務の間
	

	１　日
	
	
	２週平均１週当り
	
	
	
	

	
	
	連　続　運　転
	
	



４　点呼等が確実に実施できる体制
	点呼場所
	点呼実施者
	
	日常点検の
実施場所
	日常点検
の実施者
	
	営業所と車庫間の
連絡方法

	営業所
	
	
	車庫
	
	
	



５　事故防止に対する指導教育及び事故処理の体制
（１）　事故防止に関する指導教育方法及び計画
　　　　　研修・講習会等の開催予定　　年間　　　回
（２）　事故処理連絡体制
運転者　　　　運行管理者　　　　代表者

警察署　　　　沖縄総合事務局監査指導課

（３）指導主任者　氏名　　　　　　　　

６　苦情処理体制
　　苦情処理責任者　　氏名　　　　　　　　　　苦情処理担当者　　氏名　　　　　　　　


沖縄総合事務局陸運事務所長   殿



宣　誓　書



　道路運送法第５条第１項第３号に規定する事業計画のうち営業所及び自動車車庫並びに休憩仮眠施設について、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないことを宣誓いたします。



令和　　　年　　　月　　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　
　　　　　　　　　　　　　　　　名　称　
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名


沖縄総合事務局陸運事務所長　殿

宣　誓　書

１． 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前３ヶ月間及び申請日以降に５０日車以下の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限（禁止）の処分を受けた者（当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。）ではないこと。
ただし、事業規模の拡大に係る営業区域外で受けた自動車等の使用停止以上の処分であって、以下に掲げるものを除く。
(ｲ)運転者の道路交通法の違反による処分（沖縄総合事務局長が定める処分基準の初犯又は初回欄の適用がある場合に限る。）
(ﾛ)申請日前３ヶ月間及び申請日以降に沖縄総合事務局長が定める処分基準において２０日車未満の自動車等の使用停止処分を行うべきものとされている法令違反に係るもの（処分日車数が２０日車未満に軽減された場合を含み、加重により２０日車以上となった場合を除く。）

２．道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及　び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前６ヶ月間及び申請日以降に５０日車を超え１９０日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限（禁止）の処分を受けた者（当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。）ではないこと。
ただし、事業規模の拡大に係る営業区域外で受けた自動車等の使用停止以上の処分であって、以下に掲げるものを除く。
(ｲ)運転者の道路交通法の違反による処分（沖縄総合事務局長が定める処分基準の初犯又は初回欄の適用がある場合に限る。）
(ﾛ)申請日前６ヶ月間及び申請日以降に沖縄総合事務局長が定める処分基準において２０日車未満の自動車等の使用停止処分を行うべきものとされている法令違反に係るもの（処分日車数が２０日車未満に軽減された場合を含み、加重により２０日車以上となった場合を除く。）

３．道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及　び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前１年間及び申請日以降に１９０日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限（禁止）の処分を受けた者（当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。）ではないこと。
ただし、事業規模の拡大に係る営業区域外で受けた自動車等の使用停止以上の処分であって、以下に掲げるものを除く。
(ｲ)運転者の道路交通法の違反による処分（沖縄総合事務局長が定める処分基準の初犯又は初回欄の適用がある場合に限る。）
(ﾛ)申請日前１年間及び申請日以降に沖縄総合事務局長が定める処分基準において２０日車未満の自動車等の使用停止処分を行うべきものとされている法令違反に係るもの（処分日車数が２０日車未満に軽減された場合を含み、加重により２０日車以上となった場合を除く。）

４．道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及　び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。

５．申請日前１年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。                      

６．申請日前１年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反（酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許、無車検（無保険）運行及び救護義務違反（ひき逃げ）等）がないこと。

７．旅客自動車運送事業等報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。

８．自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前２年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者（当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。）ではないこと。

上記に相違ないことを宣誓いたします。

　　　　　　令和　　年　　月　　日

住所
氏名又は名称
及び代表者名

